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【部門区分】第５部門第２区分
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【年通号数】公開・登録公報2017-016
【出願番号】特願2016-562954(P2016-562954)
【国際特許分類】
   Ｆ１６Ｋ  17/16     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年3月29日(2018.3.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向する凹面及び凸面を持つ中央隆起部と、
　前記中央隆起部の外周に配置された外側フランジ部と、を有する反転動作型超過圧力解
放装置であって、
　前記中央隆起部の前記凹面及び前記凸面の内の少なくとも一方の面は、少なくとも２つ
のポケット領域を有し、
　前記少なくとも２つのポケット領域は、前記少なくとも２つのポケット領域の材料厚よ
りも大きい材料厚を持つベルト領域によって分離され、
　前記ベルト領域は、所定の超過圧力状態に対する前記反転動作型超過圧力解放装置の露
出時に前記中央隆起部の前記凹面の反転が始まるウエスト部分を含み、
　前記ウエスト部分は、前記ポケット領域の各ポケット部分によって少なくとも一部が定
義され、
　前記ウエスト部分は、前記ポケット部分の組み合わされた幅よりも小さい幅を持つ反転
動作型超過圧力解放装置。
【請求項２】
　前記少なくとも２つのポケット領域は、内部の前記中央隆起部から材料が取り除かれて
いるレーザ加工エリアを有する請求項１に記載の反転動作型超過圧力解放装置。
【請求項３】
　前記少なくとも２つのポケット領域は、前記ベルト領域の金属粒子構造と実質的に同じ
金属粒子構造を有する請求項２に記載の反転動作型超過圧力解放装置。
【請求項４】
　前記少なくとも２つのポケット領域のそれぞれは、前記ポケット部分から前記外側フラ
ンジ部に向かって伸びる１つ以上の長尺なフィンガを有する請求項１～３のいずれか１項
に記載の反転動作型超過圧力解放装置。
【請求項５】
　前記フィンガの内の少なくとも１つのフィンガは、前記外側フランジ部に近づくにつれ
て幅が減少する請求項４に記載の反転動作型超過圧力解放装置。
【請求項６】
　前記フィンガのそれぞれの内の少なくとも１つのフィンガは、前記中央隆起部の中に形
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成された開口線に隣接した位置で終わる請求項４又は５に記載の反転動作型超過圧力解放
装置。
【請求項７】
　前記少なくとも２つのポケット領域は、前記ベルト領域を横切って伸びる対称軸につい
て対称である請求項１～６のいずれか１項に記載の反転動作型超過圧力解放装置。
【請求項８】
　前記ウエスト部分は、前記中央隆起部の頂点又は前記頂点の近くに位置する請求項１～
７のいずれか１項に記載の反転動作型超過圧力解放装置。
【請求項９】
　組み合わされた前記少なくとも２つのポケット領域は、前記少なくとも一方の面の面積
の少なくとも５％を占める請求項８に記載の反転動作型超過圧力解放装置。
【請求項１０】
　前記少なくとも２つのポケット領域のそれぞれは、前記ポケット部分から前記外側フラ
ンジ部に向かって伸びる２つ以上の長尺なフィンガを有する請求項１～３のいずれか１項
に記載の反転動作型超過圧力解放装置。
【請求項１１】
　前記ベルト領域は、内部の前記中央隆起部から材料が全く取り除かれていないレーザ非
加工エリアを有する請求項１～１０のいずれか１項に記載の反転動作型超過圧力解放装置
。
【請求項１２】
　前記中央隆起部は、前記中央隆起部の中に形成されたＣ字形状の開口線を有し、前記開
口線は、対向端を有し、前記対向端は、前記対向端の間にヒンジ領域を定義し、前記反転
動作型超過圧力解放装置の開口中には、前記開口線に沿って前記中央隆起部を引き裂くこ
とによって形成された花弁状部が、前記ヒンジ領域の周りを回動する請求項１～１１のい
ずれか１項に記載の反転動作型超過圧力解放装置。
【請求項１３】
　前記ベルト領域は、前記ヒンジ領域と交差する請求項１２に記載の反転動作型超過圧力
解放装置。
【請求項１４】
　前記中央隆起部は、開口線を有し、前記開口線の内の少なくとも一部は、前記ベルト領
域に沿って伸び、少なくとも２つのヒンジ領域を定義するように構成され、前記反転動作
型超過圧力解放装置の開口中には、前記開口線に沿って前記中央隆起部を引き裂くことに
よって形成された少なくとも２つの各花弁状部が、前記ヒンジ領域の周りを回動する請求
項１～１１のいずれか１項に記載の反転動作型超過圧力解放装置。
【請求項１５】
　前記開口線は、前記ベルト領域を二分する請求項１４に記載の反転動作型超過圧力解放
装置。
【請求項１６】
　前記中央隆起部は、少なくとも３つのポケット領域を有する請求項１に記載の反転動作
型超過圧力解放装置。
【請求項１７】
　前記ベルト領域は、少なくとも３つのベルト部分を有し、前記ベルト部分のそれぞれは
、前記ポケット領域の内の１つのポケット領域を前記ポケット領域の内の別の１つのポケ
ット領域から分離する請求項１６に記載の反転動作型超過圧力解放装置。
【請求項１８】
　前記ベルト部分は、前記中央隆起部の頂点又は前記頂点の近くに位置する中央ベルトゾ
ーンから前記外側フランジ部に向かって分岐する請求項１７に記載の反転動作型超過圧力
解放装置。
【請求項１９】
　前記ポケット領域の内の１つのポケット領域は、前記中央隆起部の頂点の上に重なる請
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求項１６～１８のいずれか１項に記載の反転動作型超過圧力解放装置。
【請求項２０】
　前記中央隆起部は、少なくとも２つの弓形形状のベルト領域を有する請求項１９に記載
の反転動作型超過圧力解放装置。
【請求項２１】
　前記弓形形状のベルト領域のそれぞれは、間隔を開けて配置されかつ中央湾曲部によっ
て相互接続された１対の終端部分を有し、前記中央湾曲部は、前記中央隆起部の頂点に向
かって伸びる請求項２０に記載の反転動作型超過圧力解放装置。
【請求項２２】
　反転動作型超過圧力解放装置の破裂圧力を低減する方法であって、
　対向する凹面及び凸面を有しかつ第１超過圧力状態に対する前記反転動作型超過圧力解
放装置の露出時に反転して開口するように構成された中央隆起部と前記中央隆起部の外周
に配置された外側フランジ部とを有する反転動作型超過圧力解放装置を用意することと、
　前記凹面及び前記凸面の内の少なくとも一方の面から材料を取り除くためにレーザを使
用し、その面に少なくとも２つのポケット領域を形成することと、を含み、
　前記少なくとも２つのポケット領域は、前記少なくとも２つのポケット領域の材料厚よ
りも大きい材料厚を持つベルト領域によって分離され、
　前記ベルト領域は、所定の超過圧力状態に対する前記反転動作型超過圧力解放装置の露
出時に前記中央隆起部の前記凹面の反転が始まるウエスト部分を含み、
　前記ウエスト部分は、前記ポケット領域の各ポケット部分によって少なくとも一部が定
義され、
　前記ウエスト部分は、前記ポケット部分の組み合わされた幅よりも小さい幅を持ち、
　前記反転動作型超過圧力解放装置は、前記中央隆起部の中に形成された前記少なくとも
２つのポケット領域と前記ベルト領域とを有し、前記第１超過圧力状態よりも低い大きさ
の第２超過圧力状態に対する前記反転動作型超過圧力解放装置の露出時に反転して開口す
るように構成される方法。
【請求項２３】
　前記方法は、さらに、前記レーザを使用して前記中央隆起部の中に開口線凹部を形成す
ることを含む請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記少なくとも２つのポケット領域を形成する工程は、前記ポケット領域の内部の装置
材料の平均厚を前記ベルト領域の平均厚の９０％未満に縮小することを含む請求項２２又
は２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記少なくとも２つのポケット領域を形成する工程は、結果として装置材料の内部の熱
影響ゾーンを形成しない請求項２２～２４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２６】
　前記少なくとも２つのポケット領域は、前記中央隆起部の前記凹面に形成される請求項
２２～２５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２７】
　前記少なくとも２つのポケット領域を形成する工程は、結果として前記中央隆起部の対
向するレーザ非加工面の上に証拠マークを形成する請求項２２～２６のいずれか１項に記
載の方法。
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